
別表１ 第３条第１項の対象サービス 

 

１ サービス区分 

交付率 

２ (1)＋(2)＋(3) 

（うち賃金改善経費分） 

３ (1)＋(3) 

（うち賃金改善経費分） 

４ (1) 

（うち賃金改善経費分） 

５ 

（参考） (2) 

６ 

（参考） (3) 

訪問介護  26.4％ 

(21.6％) 

20.4％ 

(15.6％) 

15.6％ 

(15.6％) 

6.0％ 4.8％ 

夜間対応型訪問介護  20.4％ 

(17.4％) 

16.2％ 

(13.2％) 

13.2％ 

(13.2％) 

4.2％ 3.0％ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護  20.4％ 

(17.4％) 

16.2％ 

(13.2％) 

13.2％ 

(13.2％) 

4.2％ 3.0％ 

（介護予防）訪問入浴介護  20.4％ 

(17.4％) 

16.2％ 

(13.2％) 

13.2％ 

(13.2％) 

4.2％ 3.0％ 

通所介護  19.2％ 

(16.2％) 

15.6％ 

(12.6％) 

12.6％ 

(12.6％) 

3.6％ 3.0％ 

地域密着型通所介護  24.6％ 

(21.0％) 

20.4％ 

(16.8％) 

16.8％ 

(16.8％) 

4.2％ 3.6％ 

（介護予防）通所リハビリテーション  16.8％ 

(14.4％) 

13.8％ 

(11.4％) 

11.4％ 

(11.4％) 

3.0％ 2.4％ 

（介護予防）認知症対応型通所介護  34.8％ 

(28.8％) 

27.6％ 

(21.6％) 

21.6％ 

(21.6％) 

7.2％ 6.0％ 

注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、第一号訪問事業は訪問介護と、第一号通所事業は通所介護と同じとする。 

注 短期利用型サービスも含む。 

 


